
令和５年４月２１日 

保護者様 

井原市立荏原小学校 

                                 校 長 斎藤 正幸 

 

荏原小学校校内ルールについて 

 

荏原小学校では、教育に対する信頼を損なう不祥事が起きないようにするために、次のよう

な校内ルールを作成し、日々教育活動を進めています。ご理解・ご協力をよろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童との連絡方法等について 

 ○原則、教職員個人の携帯電話を用いて保護者等へ連絡しない。 

 ○児童の携帯電話に直接電話をかけたり、携帯電話やＰＣにメールを送信したりしない。児

童個人の携帯番号やアドレス等を把握することも禁止する。 

 ○児童・保護者と、ＳＮＳを利用した連絡や交流は禁止する。 

○個人の携帯電話は職員室に置いておく。校外での行事や学習では、緊急連絡用として所持

する。 

 ○教職員の自家用車に児童を乗せない。やむを得ず、乗せる場合は管理職の許可を得る。 

 

個別学習指導や個別面談等について 

 ○個別学習や個別面談は事前に計画した場所（部屋）で行う。緊急に指導等が必要な場合は、

管理職に伝える。 

 ○個別学習や個別面談・指導を行う場所（部屋）はろう下から、その様子が見える状況（窓越

しを含む）であること。 

 

体罰等について 

 ○体罰は絶対にしてはならない。 

 ○児童の名前を正しく呼ぶ。 

 

個人情報の取り扱いについて 

○個人情報に関わる書類や電子データを校外に持ち出さない。行事等で名簿等を持ち出す場

合は、必ず事前に管理職の許可を得る。 

○デジタルカメラで撮影した画像は速やかにファイルサーバーに保存し、ＳＤカードまたは

本体からデータを消去する。 

○個人の携帯電話等で写真や動画を撮影しない。 

  

集金など現金の取り扱いや管理について 

 ○集金後できるだけ速やかに、業者等に支払いをする。 

 

 

＜相談窓口＞ 

 荏原小学校（どの職員にでも）    ６３－０００８ 

 井原市教育相談室          ６２－８０９０    

 


